
（別紙） 

廃棄物から財産を捜索する際の判断基準 
 

◇発見したら一時保管するもの 

現金 

紙幣・硬貨（外国紙幣等含む）等 

 

預金通帳、印鑑等 

通帳、カード、印鑑等 

 

有価証券 

小切手、図書カード、商品券等 

 

貴金属・宝石 
・刀剣類 

金、宝石、指輪、ネックレス、時計等 

 

思い出の品 
（財産捜索の手が

かりになる物） 

写真、手紙、日記等 

 



 
◇財産が入っていそうな場所 

  

タンスの中 
机の引出し 

※施錠部分の切断後、保管場所へ 

  

金庫 
※原則、開錠せずに保管場所へ 

鏡台の引出し 

 
 
《注意事項》 

●保管場所への運搬にあたって、施錠された引出し・金庫等を切断・開錠する必要がある場合は、複

数台のカメラ・ ビデオ等により必ず撮影・記録する。 
●その他疑義が生じた場合は、市へ連絡をする。 
 
 


